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保育園・認定こども園における事業継続計画（BCP）の様式について 

 

本会の運営につきまして、日頃より格別のご協力をいただきありがとうございます。 

 この度、調査研究委員会では、大阪府の BCPモデル様式をもとに、保育園・認定こ

ども園における事業継続計画（BCP）簡易版を作成いたしました。 

現在、保育園・認定こども園では、この BCP の作成は努力義務とされていますが、

介護施設などは 2024 年 4 月より作成を義務化されており、今後、保育園や認定こど

も園でも BCPの作成が義務化されることが予想されます。 

本様式は、平成 30 年の大阪北部地震や本年の能登半島地震、豪雨や洪水による災

害のほか、昨今の新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の特定や休園など

様々な対応に追われた経過を踏まえ、発災時における園運営の事業継続に向けて、必

要な物資・備蓄量など平時の備えと対策を整理し、園児と職員の安心・安全を守るこ

とを目的としています。 

 本様式が、園児や職員の安心・安全を守るための一助となれば幸甚でございます。 

 

記 

 

 

○送付様式  ①簡易版 BCP シート（自然災害対策版） 

②簡易版 BCP シート（新型コロナウイルス感染症等対策版） 

       ※作成に当たっては「簡易版 BCP 作成上の記入例および注意点」を 

参考にして作成ください。 
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